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水防協力団体の募集について 九州地方整備局

〇水防協力団体制度は、地域の水防力を強化するため、水防団等が行う水防活動と連
携して、平常時の水防に関する普及啓発活動、災害時の巡視、土のう運搬等の後方
支援などを行うことができるよう平成１７年に制度化されたものです。

〇対象となる団体はＮＰＯ、一般社団法人、一般財団法人、民間法人、自治会、ボラ
ンティア団体等です。

〇申請を受け水防管理者（市町村等）が指定します。※募集は水防管理者が通年行っています。

国土交通省では、その取組をさらに支援・強化するため、募集を行っております。
今年度の集中募集期間は終了しましたが、今後も同様の取組みを行う予定です。1



水防協力団体の募集について

消防団員・水防団員確保のためのＰＲ、地域防災力（水防力）の向上、多様
な主体との連携による「地域づくり」につながることが期待されます。

2

水防に関する啓発等の協力

・水防に関する知識の普及、啓発、イメージアップ
・水防に関する情報収集、提供

水防活動への協力

・水防に必要な資機材の保管、提供
・水防上必要な監視、警戒

商業施設による水防に関する啓発の協力
（民間企業）

水防資機材の保管、提供

イメージ

九州地方整備局



 報道発表資料（令和５年１２月８日：水管理・国土保全局河川環境課）

水防協力団体の募集について（参考） 九州地方整備局
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